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Topics

高砂市の基本構想に対し提言!!	 ⓭～⓰
	 ～総合計画検討特別委員会が最終報告を行いました～

	決算特別委員会が最終報告を行いました	❿～⓬
	 ～平成21年度各会計の決算をチェックしました～

	平成22年度一般会計を含む各会計補正予算を可決	 ❷

	一般質問で市政を問う！	 	 ❷～❽

	 12人の議員が市政全般に対して
	 　　　　　　一般質問を行いました

	 各常任委員会審査の
　　　　　概要を報告します	 ❽❾
	 本会議において質疑を行った後、
	 　　　各常任委員会で詳細に議論しました

	人事案件について
	 　　　　　適任としました	 ❽

12月定例会
第2回臨時会
合併号

第２回臨時会の日程
11月17日～19日（３日間）

11月17日　　開会、提案理由説明
　　18日　　質疑、委員会付託、委員会審査
　　19日　　委員会審査、委員長報告
　　　　　　討論採決、閉会

12月定例会の日程
12月６日～17日（12日間）

12月６日　　開会、提案理由説明
　９・10日　質疑、委員会付託
　　13日　　一般質問
　14～16日　委員会審査
　　17日　　委員長報告、討論採決
　　　　　　質疑（追加提案）、委員会付託
　　　　　　委員会審査、委員長報告
　　　　　　討論採決、諸報告、閉会

高砂市

議会だより
TAKASAGOTAKASAGO
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学
校
で
の
「
い
じ
め
」
が
原
因
で
問
題
が
悪
化
、

不
適
切
な
生
徒
指
導
の
改
善
を
求
め
る

　ほ
か

小
松

　美
紀
江

議　　案　　概　　要

一 般 質 問

第２回臨時会
可決した条例議案
● 高砂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
● 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正す
る条例

可決した補正予算
● 第９回平成22年度高砂市一般会計補正予算

12月定例会
可決した事件議案
● 指定管理者の指定について（高砂市立あすなろ学園）
●指定管理者の指定について（高砂市勤労者総合福祉センター）
● 指定管理者の指定について（高砂市勤労者体育センター）
●高砂市基本構想を定めることについて
可決した条例議案
● 高砂市生石宿泊センターの休止に関する条例
● 高砂市知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例（高
砂市立あすなろ学園の利用料金制導入）

● 高砂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す
る条例（し尿処理手数料の改正）

●高砂市建築手数料条例の一部を改正する条例
●高砂市部及び室設置条例の一部を改正する条例
●高砂市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
可決した補正予算
● 第10回・第11回平成22年度高砂市一般会計補正予算
● 第３回平成22年度高砂市国民健康保険事業特別会計補正予算
● 第４回平成22年度高砂市下水道事業特別会計補正予算

● 第２回平成22年度高砂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
● 第３回平成22年度高砂市介護保険事業特別会計補正予算
●第２回平成22年度高砂市水道事業会計補正予算
●第２回平成22年度高砂市工業用水道事業会計補正予算
●第２回平成22年度高砂市病院事業会計補正予算
予算の主な事業
● 予防接種費助成事業（ヒブ、新型インフルエンザ、小児肺
炎球菌、子宮頸がん）

● 宿泊施設運営管理事業（生石宿泊センター指定管理委託料追加）
● 松くい虫被害伐倒駆除事業
●有害鳥獣駆除事業（アライグマ駆除）
● 鹿島・扇平自然公園管理事業（遊歩道整備、木橋架け替え工事）
● 道路新設改良用地買収事業（米田88号線）
● 米田多目的広場用地取得事業
●旧入江家住宅保存整備事業
●体育施設整備事業（総合運動公園テニスコート補修）
陳　情
採　択
● 取調べの可視化など刑事訴訟法の改正を求める意見書に関する
陳情書

● 『真の日中友好確立のため「尖閣事件」ビデオ映像の全面
開示を求める意見書』の提出を求める陳情書

不採択
● 中小業者の家族従業者の自家労賃を、必要経費として認め
ることを求める意見書を政府に送付して下さい。

● 高齢者の生活実態に見合う年金引き上げに関する意見書の
提出を求める陳情書

● 70～74歳の医療費窓口負担引き上げ方針の撤回を求める意
見書の提出を求める陳情書

問問
学
校
の
「
い
じ
め
」
が
原

因
で
次
々
と
問
題
が
悪
化

す
れ
ば
将
来
の
人
間
形
成
の
中

で
と
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と

に
な
る
。
学
校
現
場
で
不
公
平

な
生
徒
指
導
が
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
の
で
す
か
。

答答
い
じ
め
は
非
常
に
深
刻
で

あ
り
、
指
摘
の
部
分
に
つ

い
て
は
、
校
長
等
と
よ
く
話
し

合
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
い
じ
め

の
撲
滅
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。問問

「
い
じ
め
」
の
定
義
で
文

科
省
は
「
い
じ
め
ら
れ
て

い
る
子
ど
も
の
立
場
で
徹
底
さ

せ
る
」
と
し
て
い
る
。
市
教
委

は
い
じ
め
根
絶
の
た
め
人
間
の

尊
厳
を
深
く
愛
す
る
気
持
ち
で

対
応
さ
れ
た
の
で
す
か
。

答答
「
い
じ
め
は
ど
の
学
校
に

お
い
て
も
起
こ
り
う
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
誰
も

が
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な

り
う
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

共
通
認
識
を
教
員
が
持
ち
、
命

に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
と

と
ら
え
て
早
期
発
見
・
早
期
解

決
に
努
め
て
い
き
た
い
。

暮
ら
し
に
直
結
す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ

問
題
に
つ
い
て
市
の
姿
勢
を

問
う

問問
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
す
れ
ば
原

則
す
べ
て
の
関
税
が
撤
廃

さ
れ
、
食
も
経
済
も
壊
し
、
庶

民
に
一
層
の
多
大
な
犠
牲
を
負

わ
す
も
の
で
あ
り
断
固
反
対
す

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

答答
参
加
す
れ
ば
米
を
代
表
と

す
る
農
作
物
に
対
し
て
、

大
き
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
が

予
測
さ
れ
る
。
現
在
の
社
会
経

済
状
況
の
中
で
総
合
的
に
判
断

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

郷
土
の
文
化
・
歴
史
を
共
有

す
る
市
民
活
動
の
推
進
を

問問
住
民
と
行
政
が
力
を
合
わ

せ
、
住
民
参
加
・
主
導
の

ま
ち
づ
く
り
は
人
々
が
輝
き
、

元
気
を
取
り
戻
す
機
会
に
な
る
。

そ
れ
だ
け
に
行
政
の
果
た
す
役

割
は
重
要
で
、
市
の
認
識
と
推

進
の
た
め
の
発
展
方
向
を
お
示

し
下
さ
い
。

答答
「
生
活
文
化
都
市
高
砂
」

を
将
来
都
市
像
と
し
た
第

４
次
総
合
計
画
の
ス
タ
ー
ト
に

あ
わ
せ
、
文
化
を
振
興
す
る
こ

と
で
、
人
が
文
化
を
つ
く
り
、

文
化
が
人
を
つ
く
る
こ
と
に
よ

り
、
ふ
る
さ
と
意
識
あ
ふ
れ
る

文
化
の
心
の
持
っ
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
、
将
来
都
市
像
で
あ

る
「
郷
土
に
学
び
未
来
を
拓
く

生
活
文
化
都
市
高
砂
」
を
実
現

し
て
い
け
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。

阿
弥
陀
小
学
校
通
学
路
に
つ

い
て

問問
新
校
舎
移
転
後
の
安
全
な

通
学
路
の
確
保
は
ど
こ
ま

で
進
ん
で
い
ま
す
か
。

答答
国
道
２
号
以
南
の
児
童
の

通
学
路
と
し
て
、
東
側
の

児
童
に
つ
い
て
は
、
阿
弥
陀
公

民
館
南
側
の
歩
道
橋
利
用
を
考

え
て
お
り
、
西
側
児
童
の
通
学

路
に
つ
い
て
は
、
現
阿
弥
陀
小

学
校
か
ら
元
Ｊ
Ａ
兵
庫
南
阿
弥

陀
支
所
東
側
の
市
道
へ
渡
る
た

め
の
信
号
機
と
横
断
歩
道
を
考

え
て
い
る
。

　

現
在
、
信
号
機
に
つ
い
て
は
、

10
月
末
に
設
置
の
意
思
決
定
を

受
け
、
現
地
立
会
を
済
ま
せ
１

月
下
旬
か
ら
工
事
着
手
の
予
定

と
な
っ
て
い
る
。
信
号
機
設
置

場
所
に
至
る
通
学
路
と
し
て
当

面
は
、
現
阿
弥
陀
小
学
校
西
側

南
北
の
市
道
か
ら
民
家
倉
庫
南

側
を
通
学
路
と
し
て
整
備
し
、

通
学
児
童
の
安
全
対
策
を
行
っ

て
い
く
。

問問
将
来
、
新
た
な
歩
道
橋
の

新
設
に
向
け
土
地
の
確
保

を
含
め
計
画
推
進
を
求
め
ま
す
。

答答
数
億
円
の
経
費
を
要
す
る

こ
と
か
ら
現
時
点
で
は
困

難
で
あ
る
。
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「
買
い
物
弱
者
」
対
策
に
つ
い
て

砂
川

　辰
義

事
業
仕
分
け
に
つ
い
て

　ほ
か

中
西

　一
智

問問
現
代
の
問
題
に
対
応
し
た

新
し
い
事
業
を
実
施
す
る

財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
古
く

な
っ
た
事
業
や
こ
れ
か
ら
の
高

砂
市
の
担
う
べ
き
役
割
を
見
直

す
べ
く
事
業
仕
分
け
を
す
る
べ

き
で
な
い
か
。

答答
一
昨
年
、
ほ
と
ん
ど
の
施

設
管
理
運
営
、
団
体
へ
の

補
助
金
等
を
対
象
と
し
、

１
３
８
事
業
に
つ
い
て
市
の
内

部
委
員
で
実
施
し
、
事
業
の
必

要
性
や
実
施
主
体
に
つ
い
て「
そ

も
そ
も
」
論
か
ら
検
討
し
た
。

問問
事
業
の
見
直
し
は
、
見
直

す
者
の
権
限
を
明
ら
か
に

し
て
、
公
開
の
場
で
、
市
民
・

議
員
な
ど
第
三
者
が
参
加
す
る

な
ど
工
夫
し
て
、
そ
の
結
果
が

反
映
さ
れ
る
よ
う
に
実
施
す
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

答答
外
部
・
市
民
の
目
で
施
策
・

事
業
を
見
て
い
く
こ
と
も

重
要
と
考
え
検
討
課
題
と
す
る

が
、
仕
分
け
作
業
は
膨
大
な
労

力
を
必
要
と
す
る
と
と
も
に
、

「
事
業
仕
分
け
後
の
方
針
決
定
の

プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化
・
透
明
化
」

が
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
課
題
整
理
を
行
い
、

今
後
も
、
事
業
仕
分
け
の
考
え

方
に
基
づ
き
事
業
の
見
直
し
を

図
っ
て
い
き
た
い
。

滞
納
整
理
に
つ
い
て

問問
滞
納
整
理
推
進
室
が
設
置

さ
れ
て
か
ら
一
年
が
経
っ

た
が
、
実
績
と
こ
れ
か
ら
の
滞

納
整
理
事
業
や
同
室
の
あ
り
方

に
つ
い
て
説
明
し
て
欲
し
い
。

答答
21
年
度
に
市
税
の
中
で
原

課
困
難
案
件
の
う
ち
、
県

民
税
を
含
め
６
千
４
百
万
円
の

滞
納
額
を
収
納
し
て
お
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
1.2
％
の
徴
収
率

の
向
上
に
つ
な
が
っ
た
。

　

各
担
当
部
局
が
責
任
を
持
っ

て
滞
納
対
策
に
取
り
組
む
体
制

に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
こ
と

か
ら
、
23
年
度
末
を
も
っ
て
目

標
を
達
成
し
て
い
る
の
か
判
断

し
て
い
く
。

問問
国
か
ら
の
財
源
移
譲
等
の

動
向
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
増

員
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
増
員

が
無
理
な
ら
、
他
の
公
共
団
体

が
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
滞
納

整
理
機
構
な
ど
を
つ
く
り
、
広

域
で
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答答
24
年
度
以
降
、
各
担
当
部

局
で
の
徴
収
の
強
化
を
図

る
中
、
体
制
の
充
実
、
強
化
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

　

広
域
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、

債
権
回
収
広
域
協
議
会
の
よ
う

な
組
織
と
し
て
や
っ
て
い
く
か

ど
う
か
は
、
今
現
在
、
明
確
な

考
え
方
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な

い
。互

助
会
の
ヤ
ミ
退
職
金
に
つ

い
て

問問
互
助
会
の
い
わ
ゆ
る
「
ヤ

ミ
退
職
金
」
を
分
配
し
た

互
助
会
幹
部
の
責
任
、
条
例
に

規
定
さ
れ
て
い
る
監
督
を
怠
っ

た
市
長
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
住
民

訴
訟
が
ま
た
提
起
さ
れ
る
前
に
、

損
害
賠
償
請
求
を
す
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

答答
分
配
し
た
者
の
責
任
、
市

長
の
監
督
責
任
、
市
長
の

損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、

こ
う
い
う
裁
判
の
結
果
が
出
た

以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
責

任
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

た
だ
、
明
確
な
見
解
、
判
断
に

つ
い
て
は
、
今
現
在
持
ち
あ
わ

せ
て
い
な
い
。

問問
市
長
は
、
受
け
取
っ
た
お

金
を
ど
う
や
っ
て
返
し
た

の
か
法
的
に
説
明
し
て
欲
し
い
。

答答
現
在
、
返
還
協
力
依
頼
と

い
う
形
で
互
助
会
が
回
収

を
行
っ
て
い
る
が
、
市
長
の
場

合
、
こ
れ
に
協
力
す
る
と
寄
付

行
為
と
な
り
公
職
選
挙
法
に
抵

触
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
互

助
会
返
還
金
回
収
事
務
を
委
任

す
る
弁
護
士
か
ら
請
求
を
受
け

る
形
で
支
払
っ
た
。

◆
経
済
産
業
省
は
、
車
の
運
転

が
で
き
ず
家
族
の
支
援
も
得

ら
れ
ず
に
、
食
品
な
ど
の
買

い
物
に
困
る
高
齢
者
ら
を「
買

い
物
弱
者
」
と
位
置
づ
け
て

い
る
。

　
　

最
近
で
は
、
中
山
間
部
だ

け
で
な
く
、
地
方
都
市
や
首

都
圏
近
郊
の
団
地
に
も
支
援

対
策
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

問問
当
市
の
買
い
物
弱
者
に
つ

い
て
の
認
識
を
伺
う
。

答答
買
い
物
が
困
難
な
高
齢
者

の
数
値
は
把
握
で
き
て
い

な
い
が
、
65
歳
以
上
の
ひ
と
り

暮
ら
し
高
齢
者
が
、
現
在

２
３
０
０
人
お
り
、
将
来
的
に

は
買
い
物
に
出
か
け
る
こ
と
が

困
難
な
高
齢
者
が
増
え
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。

問問
「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
交
通
シ

ス
テ
ム
」
導
入
に
つ
い
て

伺
う
。

答答
先
進
都
市
の
事
例
等
を
研

究
し
、
公
共
交
通
連
携
計

画
策
定
の
中
で
、
導
入
の
適
否

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

問問
「
買
い
物
弱
者
」
へ
の
支

援
策
に
つ
い
て
伺
う
。

答答
経
済
産
業
省
が
公
表
し
た

「
買
い
物
弱
者
応
援
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
を
参
考
に
、
今
後
、

商
工
会
議
所
、
高
砂
市
商
店
連

合
会
な
ど
関
係
機
関
と
も
連
携

し
、
そ
の
方
策
な
ど
を
検
討
し

た
い
。

学
校
教
育
つ
い
て

◆
文
部
科
学
省
は
、
２
０
０
９

年
度
生
徒
児
童
の
暴
力
行
為

は
、
前
年
度
比
２
％
増
の

６
万
９
１
３
件
で
、
初
め
て

６
万
件
を
超
え
て
い
る
と
発

表
し
た
。
自
殺
し
た
児
童
生

徒
は
前
年
度
よ
り
29
人
増
え

た
。

問問
本
市
に
お
け
る
小
中
学
校

に
お
け
る
「
い
じ
め
」
の

実
態
に
つ
い
て
伺
う
。

答答
日
々
の
子
ど
も
の
言
動
等

の
中
か
ら
見
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
然
、
あ
が
っ

て
こ
よ
う
か
と
思
う
。
親
か
ら

連
絡
が
な
い
、
担
任
か
ら
教
頭
、

校
長
に
あ
が
っ
て
こ
な
い
と
い

う
部
分
に
つ
い
て
は
、
担
任
レ

ベ
ル
で
対
応
が
可
能
な
部
分
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。

　

た
だ
、
学
校
に
一
切
報
告
等

が
あ
が
っ
て
こ
な
い
水
面
下
の

い
じ
め
に
つ
い
て
は
、
な
か
な

か
我
々
自
身
も
見
え
て
こ
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

◆
22
県
が
実
態
調
査
を
一
度

も
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
、
毎
日
新
聞
社
の
取
材
で

分
か
っ
た
。
ま
た
、
27
都
道

府
県
が
学
級
崩
壊
へ
の
対
応

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
備
え
て
い
な

か
っ
た
。

問問
本
市
に
お
け
る
学
級
崩
壊

の
実
態
と
対
応
に
つ
い
て

伺
う
。

答答
過
去
に
は
、
学
級
が
う
ま

く
機
能
し
な
い
状
況
が

あ
っ
た
が
、
管
理
職
を
中
心
と

し
て
学
校
内
で
協
力
体
制
を
組

み
、
学
校
全
体
で
元
に
も
ど
す

よ
う
取
り
組
ん
で
お
り
、
現
在
、

小
学
校
、
中
学
校
に
お
い
て
学

級
崩
壊
は
な
い
。

◆
日
本
の
将
来
を
担
っ
て
い
く

子
ど
も
達
に
身
近
に
〝
科
学
〞

を
体
験
す
る
機
会
を
設
け
て
、

民
間
の
持
つ
教
育
技
術
の
手

法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る

こ
と
は
大
事
で
あ
る
。

問問
サ
イ
エ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
導

入
に
つ
い
て
伺
う
。

答答
市
内
企
業
の
協
力
を
得

て
、
環
境
学
習
「
子
ど
も

エ
コ
教
室
」
を
実
施
し
た
り
、

各
学
校
へ
の
出
前
授
業
や
工
場

見
学
等
を
お
こ
な
っ
た
り
し
て
、

地
元
企
業
の
人
材
、
施
設
、
技

術
の
活
用
で
、
児
童
生
徒
が
科

学
技
術
を
身
近
に
感
じ
、
新
た

な
感
動
や
発
見
創
造
の
喜
び
を

得
る
学
習
を
実
施
し
て
い
る
。



高砂市議会だより第 161号 2011 年（平成 23年）２月（4）

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

　ほ
か

迫
川

　高
行

子
供
た
ち
が
一
日
の
大
半
を
過
ご
す

学
校
施
設
の
安
全
性
や
防
犯
対
策
に
つ
い
て

　ほ
か

森

　
　秀
樹

◆
日
本
は
今
、
超
少
子
高
齢
化

へ
と
突
き
進
ん
で
い
ま
す
。

人
口
構
成
の
変
化
は
、
21
世

紀
の
日
本
社
会
が
否
応
な
し

に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
大

き
な
問
題
で
あ
り
、
少
子
化

に
よ
り
空
き
家
が
、
こ
の
ま

ま
で
は
加
速
度
的
に
増
加
の

一
途
を
た
ど
る
も
の
と
危
惧

さ
れ
ま
す
。
防
災
・
防
犯
上

で
問
題
が
あ
る｢

空
き
家｣

に
対
し
て
、
今
こ
そ
行
政
と

し
て
対
策
を
一
日
も
早
く
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問問
市
と
し
て
、
空
き
家
な
ら

び
に
廃
屋
に
対
す
る
現
状

で
の
認
識
と
防
災
・
防
犯
上
の

施
策
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
下
さ

い
。答答

最
近
、
空
き
家
の
不
審
火

が
多
発
し
て
い
る
こ
と
、

老
朽
化
し
た
家
屋
が
倒
壊
す
る

危
険
性
の
あ
る
こ
と
、
荒
廃
し

た
空
地
へ
の
ご
み
等
が
不
法
に

投
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
防

災
・
防
犯
上
の
観
点
か
ら
、
十

分
認
識
し
て
い
る
。

　

今
年
度
、
各
自
治
会
と
防
犯

協
会
の
協
力
の
も
と
、
空
き
家

状
況
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
っ

て
得
た
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し
、
地
図
上
に
情
報
反
映
を

行
い
た
い
。
そ
の
後
、
自
治
会
、

警
察
と
の
連
携
を
図
り
、
防
災
・

防
犯
上
の
対
策
を
講
じ
た
い
。

問問
全
国
の
自
治
体
で
は
、
空

き
家
を
他
地
域
か
ら
の
人

の
呼
び
込
み
の
受
け
皿
と
し
て

活
用
し
、
定
住
促
進
に
よ
る
地

域
の
活
性
化
を
図
る
、｢

空
き
家

バ
ン
ク｣

と
呼
ば
れ
る
取
り
組

み
が
広
ま
っ
て
い
ま
す
。
空
き

家
の
有
効
活
用
・
入
居
推
進
へ

の
施
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。
お
考
え
を
お
聞
か

せ
下
さ
い
。

答答
地
域
活
性
化
の
観
点
か
ら

も
、
空
き
家
バ
ン
ク
な
ど

の
住
宅
政
策
の
取
り
組
み
方
策

に
つ
い
て
、
他
市
の
実
施
事
例

を
研
究
し
て
い
き
た
い
。

問問
高
砂
町
の
ほ
と
ん
ど
の
区

域
が
、｢

景
観
形
成
地
区
」

に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

同
地
区
に
お
い
て
も
、
増
加
す

る
空
き
家
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
対
策
を
お
考
え
で
し
ょ
う
か

お
聞
か
せ
下
さ
い
。

答答
昨
年
度
に
地
域
住
民
な
ど

が
中
心
と
な
り
、
一
軒
の

古
民
家
を
題
材
と
し
て
利
活
用

に
つ
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
行
い
、
そ
の
結
果
、
地
元
ま

ち
づ
く
り
協
議
会
が
立
ち
上
が

り
、
地
域
活
動
の
拠
点
と
し
て

活
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

今
後
は
、
自
治
会
や
地
域
の

方
々
と
ま
ち
づ
く
り
や
ま
ち
の

活
性
化
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、

空
き
家
の
活
用
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

脳
脊
髄
液
減
少
症
に
つ
い
て

問問
本
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

脳
脊
髄
液
減
少
症
を
周
知

す
る
と
と
も
に
、
検
査
・
治
療

が
可
能
な
医
療
機
関
や
相
談
窓

口
、
関
連
情
報
リ
ン
ク
な
ど
を

公
開
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

答答
相
談
、
診
療
の
窓
口
は
、

県
健
康
福
祉
事
務
所
に
設

置
し
て
い
る
が
、
早
急
に
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
相
談
先
・
関

連
情
報
を
含
め
た
掲
載
を
行
い

た
い
。

問問
各
学
校
に
脳
脊
髄
液
減
少

症
に
つ
い
て
正
し
い
理
解

が
で
き
る
よ
う
周
知
す
べ
き
と

思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

答答
文
部
科
学
省
か
ら
の
事
務

連
絡
を
送
付
し
周
知
し
て

い
る
。

　

不
登
校
児
童
生
徒
に
つ
い
て

は
、
そ
の
原
因
を
把
握
し
後
遺

症
が
疑
わ
れ
る
場
合
は
、
医
療

機
関
で
受
診
す
る
よ
う
保
護
者

に
連
絡
す
る
こ
と
を
学
校
に
指

導
し
て
い
く
。

問問
学
校
・
園
に
お
い
て
訪
問

者
の
対
応
に
際
し
、
ど
の

よ
う
な
確
認
を
行
っ
て
い
る
か
。

ま
た
万
が
一
に
備
え
、防
犯
グ
ッ

ズ
や
警
察
機
関
へ
の
通
報
シ
ス

テ
ム
や
日
頃
の
防
犯
訓
練
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

答答
訪
問
者
へ
の
対
応
確
認
、

チ
ェ
ッ
ク
体
制
は
、
入
り

口
を
１
箇
所
に
限
定
し
、
モ
ニ

タ
ー
カ
メ
ラ
付
き
イ
ン
タ
ー
ホ

ン
で
対
応
し
て
い
る
。

　

各
園
・
学
校
に
「
さ
す
ま
た
」

及
び
ネ
ッ
ト
ラ
ン
チ
ャ
ー
を
配

置
し
て
お
り
、
緊
急
時
に
お
け

る
県
警
本
部
へ
の
通
報
シ
ス
テ

ム
も
確
立
さ
せ
て
い
る
。

　

教
職
員
の
不
審
者
対
応
に
つ

い
て
は
、
年
１
回
県
警
本
部
よ

り
指
導
員
を
招
き
訓
練
を
実
施

し
、
緊
急
時
の
対
応
技
術
向
上

を
図
り
意
識
の
向
上
に
努
め
て

い
る
。

問問
犯
罪
を
意
図
す
る
も
の
が

心
理
的
に
接
近
・
侵
入
し

に
く
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
か
。

客
観
的
に
低
い
と
感
じ
ら
れ
る

現
状
の
フ
ェ
ン
ス
に
つ
い
て
、

将
来
、
フ
ェ
ン
ス
の
修
繕
や
保

全
工
事
に
備
え
て
、
市
独
自
の

防
犯
上
有
効
な
フ
ェ
ン
ス
高
さ

の
指
針
を
、
早
急
に
策
定
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

答答
フ
ェ
ン
ス
修
繕
時
は
、
周

辺
か
ら
見
通
し
が
き
く
よ

う
に
透
過
性
の
良
い
フ
ェ
ン
ス

を
使
用
し
、
視
線
を
遮
る
よ
う

な
植
栽
や
樹
木
に
つ
い
て
も
枝

払
い
等
の
対
策
も
取
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
フ
ェ
ン
ス
の
高
さ
に

つ
い
て
の
市
独
自
の
基
準
は
持

ち
合
わ
せ
て
は
お
ら
ず
、
今
後

の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

Ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
の
導
入
、
推

進
に
つ
い
て

問問
本
年
は
「
国
民
読
書
年
」。

電
子
書
籍
の
登
場
に
よ

り
、
パ
ソ
コ
ン
や
ｉｐ
ａ
ｄ
な

ど
で
読
書
が
可
能
と
な
り
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
24
時

間
３
６
５
日
い
つ
で
も
貸
出
・

返
却
可
能
で
、
外
出
困
難
な
高

齢
者
や
障
害
者
、
子
育
て
中
の

お
母
さ
ん
、
多
忙
で
来
館
時
間

が
無
い
方
で
も
気
軽
に
利
用
で

き
る
。
文
字
の
拡
大
・
縮
小
機

能
や
、自
動
め
く
り
機
能
、音
声
・

動
画
再
生
機
能
、
ま
た
、
自
動

読
み
上
げ
機
能
を
使
え
ば
、
視

覚
障
害
を
お
持
ち
の
方
で
も
読

書
を
楽
し
め
る
。
ハ
コ
モ
ノ
不

要
で
従
来
の
図
書
館
と
比
べ
小

規
模
、
小
コ
ス
ト
で
運
用
が
可

能
で
あ
る
。
新
た
な
市
民
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
、
情
報
発
信
基
地

と
し
て
、
多
く
の
可
能
性
を
も

つ
「
Ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
」
の
導
入

に
つ
い
て
、
本
市
に
お
け
る
ご

所
見
を
伺
う
。

答答
今
後
、
シ
ス
テ
ム
導
入
に

向
け
て
更
な
る
検
討
が
必

要
な
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
部
門
と

思
わ
れ
る
。市
民
の
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
図
書
資

料
だ
け
を
提
供
す
る
の
が
図
書

館
の
役
割
で
は
な
い
と
認
識
し

て
お
り
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
図

書
館
と
し
て
利
用
者
向
け
の
Ｐ

Ｒ
に
な
る
と
思
う
が
、
ま
ず
紙

ベ
ー
ス
の
資
料
の
蓄
積
や
提
供

が
で
き
て
か
ら
、
次
の
段
階
の

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
考
え
て
い

る
。
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青
少
年
健
全
育
成
つ
い
て

　ほ
か

川
端

　宏
明

自
殺
対
策
状
況
に
つ
い
て

　ほ
か

松
本

　
　均

◆
地
域
で
の
見
守
り
活
動
や
あ

い
さ
つ
運
動
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お

り
ま
す
。

問問
地
域
で
子
育
て
、
親
育
ち

と
い
っ
た
運
動
に
対
し
積

極
的
に
、
早
急
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

答答
学
校
、
家
庭
、
地
域
が
相

互
に
連
携
・
協
力
し
、
子

ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
様
々
な

問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要

な
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
Ｐ
Ｔ

Ｃ
Ａ
活
動
は
、
そ
の
一
翼
を
担

う
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。
Ｐ

Ｔ
Ｃ
Ａ
の
方
々
の
中
に
は
、
知

恵
や
技
術
を
持
つ
方
が
お
ら
れ

る
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
子
ど
も
た
ち
や
学
校
へ
の

支
援
を
得
な
が
ら
、
健
全
育
成

に
努
め
て
い
き
た
い
。

問問
問
題
行
動
を
す
る
子
ど
も

達
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、

基
準
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

答答
指
導
の
結
果
、
改
善
が
見

ら
れ
な
い
場
合
や
、
度
重

な
る
対
教
師
暴
力
に
つ
い
て
学

校
で
の
指
導
が
限
界
で
あ
る
と

判
断
し
た
場
合
や
、
関
係
機
関

と
連
携
し
て
指
導
に
当
た
る
こ

と
が
当
該
児
童
生
徒
の
将
来
の

た
め
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
場

合
な
ど
、
総
合
的
な
判
断
が
必

要
だ
と
考
え
る
。

農
地
並
び
に
景
観
の
保
全
に

つ
い
て

問問
美
し
か
っ
た
田
園
の
中

に
、
耕
作
さ
れ
て
い
な
い

と
こ
ろ
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
た
め
池
や
水
路

の
整
備
も
滞
り
、
防
災
上
に
お

い
て
も
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

周
辺
整
備
が
進
め
ば
農
地
の
活

性
化
が
進
む
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

答答
市
街
化
調
整
区
域
の
ま
ち

づ
く
り
は
、
民
主
導
、
行

政
主
導
、
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー

ン
が
あ
る
と
は
思
う
が
、
ケ
ー

ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
有
効
な

方
策
を
考
え
て
い
き
た
い
。

問問
〝
農
〟
へ
の
取
り
組
み
は

重
要
な
施
策
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。児
童
、生
徒
に
対
し
て
、

原
体
験
の
必
要
性
を
感
じ
て
お

り
ま
す
。

答答
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
老
人
会
な
ど
に

よ
る
農
業
体
験
、
ま
た
市

内
小
学
校
に
お
い
て
収
穫
作
業

の
体
験
を
行
っ
て
い
る
。
今
後

も
関
係
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
、

活
動
を
広
げ
て
い
き
た
い
。

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

◆
こ
の
街
に
は
素
晴
ら
し
い
も

の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
中
で
気
に
な
る

の
が
、
空
き
家
の
存
在
で
す
。

問問
昨
年
か
ら
今
年
に
掛
け
て

は
放
火
と
思
わ
れ
る
火
災

が
連
続
し
て
発
生
し
ま
し
た
。

防
犯
・
防
災
、
ま
た
景
観
と
し

て
も
好
ま
し
く
な
い
状
態
で
あ

る
と
い
え
ま
す
。
早
急
に
対
策

が
必
要
と
存
じ
ま
す
が
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

答答
今
年
度
、
各
自
治
会
と

防
犯
協
会
の
協
力
の
も

と
、
空
き
家
状
況
に
つ
い
て
調

査
を
行
っ
た
。
今
年
度
中
に
そ

こ
で
得
た
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
し
、
地
図
上
に
も
情
報
反

映
を
行
い
た
い
。
そ
の
後
、
自

治
会
、警
察
と
の
連
携
を
図
り
、

防
犯
・
防
災
上
の
対
策
を
講
じ

た
い
。

問問
古
民
家
の
利
用
を
始
め
、

そ
の
実
態
の
把
握
と
共

に
、
当
市
に
お
き
ま
し
て
の
対

策
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

答答
随
時
、
状
況
等
を
調
査
、

確
認
し
、
全
庁
的
に
関
連

部
署
が
情
報
共
有
し
、
協
議
し

な
が
ら
対
策
を
講
じ
て
い
き
た

い
。

◆
阿
弥
陀
小
学
校
に
つ
い
て
、

新
し
い
歩
道
橋
は
、
一
日
も

早
く
整
備
す
べ
く
対
応
を
強

く
求
め
ま
す
。

問問
内
閣
府
の
資
料
『
平
成
22

年
版
自
殺
対
策
状
況
に
つ

い
て
』
に
、
平
成
21
年
度
の
自

殺
者
は
年
間
３
万
２
８
２
９
人

で
過
去
12
年
連
続
し
て
３
万
人

超
で
推
移
し
て
い
る
旨
、
報
告

さ
れ
て
い
る
。
同
資
料
に
は
自

殺
原
因
や
動
機
別
件
数
、
各
年

代
別
や
都
道
府
県
別
件
数
も
記

さ
れ
て
い
る
が
、
原
因
で
圧
倒

的
に
多
い
の
が
健
康
問
題
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
全
国
的
に
増

加
す
る
自
殺
に
対
し
て
、
本
市

の
考
え
方
と
対
応
策
を
ご
教
示

い
た
だ
き
た
い
。

答答
原
因
に
つ
い
て
は
、
健
康

問
題
が
一
番
多
く
、
う
つ

病
等
に
対
し
て
は
本
人
だ
け
で

は
な
く
家
族
や
周
囲
の
支
援
が

最
も
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
。

　

対
応
策
に
つ
い
て
は
、
普
及

啓
発
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、

市
職
員
、
民
生
委
員
、
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
、
福
祉
関
係

事
業
所
職
員
等
を
対
象
と
し
て
、

自
殺
の
危
険
性
の
高
い
人
を
早

期
に
発
見
し
、
適
切
な
対
応
・

支
援
を
行
う
た
め
の
知
識
と
技

術
を
習
得
す
る
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
養
成
講
座
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
市
民
へ
の
広
報
啓
発

の
た
め
啓
発
グ
ッ
ズ
を
作
成
す

る
と
と
も
に
、
県
作
成
の
啓
発

シ
ー
ル
を
活
用
し
、
市
庁
舎
の

ト
イ
レ
に
設
置
し
て
お
り
、
今

後
市
内
の
コ
ン
ビ
ニ
等
へ
の
設

置
も
予
定
し
て
い
る
。

生
活
保
護
費
に
つ
い
て

問問
平
成
21
年
度
、
本
市
の
支

出
し
た
１
年
間
の
生
活
保

護
費
は
、
14
億
３
０
０
７
万
円

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
の
生

活
保
護
世
帯
が
膨
大
に
増
え
た

要
因
は
何
か
、
市
は
把
握
さ
れ

て
い
る
の
か
。

答答
長
引
く
不
況
の
影
響
が
大

き
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。

問問
不
正
な
る
受
給
者
が
各
地

で
問
題
に
な
っ
て
お
り
、

市
内
で
も
生
活
保
護
費
の
不
正

受
給
の
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
者
が

出
て
い
る
。
高
砂
市
福
祉
部
は

チ
ェ
ッ
ク
が
甘
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
市
民
の
声
も
聞
く
が

ど
う
か
。

答答
資
産
調
査
、
預
貯
金
残
高

確
認
、
生
命
保
険
等
の
保

有
実
態
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
、

資
力
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
毎
年
度
初
め
に
生
活
保
護

全
世
帯
に
、
収
入
申
告
義
務
の

周
知
を
行
い
、
全
世
帯
を
対
象

に
所
得
調
査
を
実
施
し
、
収
入

が
判
明
し
不
正
受
給
と
確
認
し

た
場
合
は
、
保
護
費
の
返
還
処

理
を
行
っ
て
い
る
。

教
育
現
場
の
荒
廃
に
つ
い
て

問問
昨
年
は
集
団
暴
力
事
件
や

修
学
旅
行
先
で
の
集
団
窃

盗
事
件
が
あ
り
、
そ
の
後
も
対

教
師
暴
力
、窃
盗
、暴
行
、傷
害
、

器
物
毀
棄
、
放
火
な
ど
と
、
市

内
の
特
定
の
中
学
校
の
校
内
非

行
が
連
続
し
て
い
る
。
教
育
長

は
不
祥
事
が
表
面
化
す
る
た
び
、

し
っ
か
り
学
校
現
場
と
連
携
を

は
か
り
、
健
全
化
に
務
め
る
と

の
言
葉
を
述
べ
ら
れ
る
が
、
本

当
に
状
況
を
認
識
さ
れ
危
機
感

を
お
持
ち
な
の
か
お
伺
い
し
た

い
。答答

中
学
校
に
お
け
る
暴
力
行

為
に
つ
い
て
は
、
憂
慮
す

べ
き
こ
と
と
認
識
し
て
い
る
。

問問
教
育
委
員
会
で
は
荒
廃
す

る
当
該
中
学
校
に
関
し
て

具
体
的
に
現
在
ど
う
対
処
さ
れ

て
い
る
の
か
。

答答
学
校
現
場
で
は
、
生
徒
の

規
範
意
識
を
高
め
る
た

め
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
生
徒

指
導
を
進
め
て
お
り
、
当
該
中

学
校
に
つ
い
て
は
、
服
装
検
査

を
通
し
、
よ
り
厳
し
い
指
導
体

制
を
と
っ
て
い
る
。
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新
卒
者
等
の
就
業
支
援
に
つ
い
て

　ほ
か

鈴
木

　利
信

地
域
経
済
に
循
環
を
生
む
、

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
の
実
施
を
求
め
る

　ほ
か

大
塚

　好
子

問問
３
年
以
内
既
卒
者
採
用
拡

大
奨
励
金
や
３
年
以
内
既

卒
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金

等
の
市
内
企
業
に
対
す
る
高
砂

市
の
働
き
か
け
は
。

答答
本
年
よ
り
新
た
に
就
労
支

援
事
業
の
一
環
と
し
て

「
お
し
ご
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
高

砂
」
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
運

用
開
始
し
て
お
り
、
就
労
情
報

を
は
じ
め
事
業
者
向
け
の
情
報

と
し
て
、
交
付
金
、
奨
励
金
の

案
内
を
行
っ
て
い
る
。

問問
若
者
を
雇
用
す
る
た
め
に

高
砂
版
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
は
ど
う
か
。

答答
県
が
福
祉
現
場
に
お
け
る

人
材
確
保
や
職
員
の
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
を
応
援
す
る
各
種

事
業
と
し
て
実
施
し
て
お
り
、

市
と
し
て
は
県
事
業
の
紹
介
を

行
っ
て
い
る
。

「
働
き
な
が
ら
資
格
を
と
る
」

介
護
雇
用
プ
ロ
グ
ラ
ム

問問
兵
庫
県
内
の
実
施
状
況

は
。

答答
県
下
14
市
２
町
で
実
施
し

て
お
り
、
兵
庫
県
で
は
、

介
護
施
設
等
に
参
加
を
募
り
、

現
在
、
約
90
名
の
方
が
働
き
な

が
ら
資
格
取
得
に
向
け
雇
用
さ

れ
て
い
る
。

問問
高
砂
市
の
導
入
に
対
す
る

考
え
方
は
。

答答
既
に
県
が
実
施
し
て
お

り
、
ま
た
、
市
内
の
介
護

施
設
か
ら
の
希
望
が
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
導

入
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

若
狭
町
「
認
知
症
一
行
詩
全

国
コ
ン
ク
ー
ル
」

問問
若
狭
町
の
よ
う
な
事
例
を

参
考
に
、
高
砂
市
と
し
て

も
夫
婦
等
の
「
和
合
長
寿
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
よ
う
な
全
国
コ

ン
ク
ー
ル
な
ど
を
実
施
し
て
、

市
内
観
光
も
含
め
た
地
域
の
活

性
化
に
つ
な
げ
る
と
い
う
考
え

方
は
。

答答
全
国
各
地
で
実
施
さ
れ
て

い
る
コ
ン
ク
ー
ル
を
参
考

に
し
て
、
観
光
協
会
等
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
検
討
し
て
い
き

た
い
。

問問
高
砂
市
の
認
知
症
に
対
す

る
啓
発
状
況
は
。

答答
脳
脊
髄
液
減
少
症
に
つ
い

て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

周
知
を
し
て
い
る
。

問問
ま
た
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

の
養
成
状
況
は
。

答答
今
年
度
、
福
祉
委
員
な
ど

１
１
７
名
を
養
成
し
、
現

在
３
８
２
名
が
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
、
市
職

員
を
対
象
に
養
成
講
座
を
実
施

す
る
こ
と
と
し
、
現
在
50
名
が

受
講
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

問問
子
ど
も
た
ち
に
も
認
知
症

等
の
理
解
を
進
め
て
ゆ
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
。

答答
人
権
教
育
や
福
祉
教
育
の

中
で
、
高
齢
者
に
対
す
る

尊
厳
や
尊
敬
の
念
、
あ
る
い
は

感
謝
の
心
を
育
て
る
と
と
も
に
、

高
齢
社
会
に
対
す
る
基
礎
的
理

解
や
介
護
・
福
祉
な
ど
の
課
題

に
対
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
る

教
育
を
推
進
し
て
い
る
。

生
石
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
活
用

方
法
に
つ
い
て

問問
社
会
福
祉
協
議
会
や
高
齢

者
大
学
を
も
っ
て
く
る
と

い
う
考
え
方
は
。

答答
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
他
の
用
途
へ
の
活
用

も
含
め
、
早
期
に
結
論
を
出
し

て
い
き
た
い
。

問問
地
域
経
済
を
支
え
る
中
小

企
業
・
業
者
の
経
営
が
危

機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
中
小
企

業
・
業
者
の
現
状
は
。「
緊
急
総

合
経
済
対
策
」
の
予
算
で
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
の
実
施

を
求
め
ま
す
。

答答
市
内
の
中
小
業
者
・
企
業

や
商
店
な
ど
の
廃
業
、
倒

産
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
持
っ
て

い
な
い
。

　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
の
中
に
は

個
人
の
趣
味
と
思
わ
れ
る
も
の

も
あ
り
、
す
べ
て
の
リ
フ
ォ
ー

ム
を
市
内
業
者
へ
発
注
す
る
こ

と
に
対
す
る
補
助
制
度
を
設
け

る
こ
と
は
多
く
の
問
題
が
あ
り
、

現
状
で
は
融
資
制
度
に
よ
る
斡

旋
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

ポ
リ
オ
不
活
化
ワ
ク
チ
ン
へ

の
切
り
替
え
を
国
に
求
め
る

問問
不
活
化
ワ
ク
チ
ン
は
、
生

ワ
ク
チ
ン
の
よ
う
に
ポ
リ

オ
の
発
症
、
二
次
感
染
も
あ
り

ま
せ
ん
。
緊
急
輸
入
を
し
、
不

活
化
ワ
ク
チ
ン
に
切
り
替
え
る

こ
と
を
国
に
求
め
て
い
た
だ
き

た
い
。

答答
現
在
、
厚
生
労
働
省
が
国

内
開
発
メ
ー
カ
ー
に
対
し

て
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の

開
発
促
進
の
要
請
を
行
っ
て
お

り
、
国
の
動
向
を
見
守
り
た
い
。

危
険
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

停
留
所
の
整
備
を

問問
松
村
川
沿
い
松
陽
一
丁
目

の
バ
ス
停
は
、
雑
草
の
た

め
見
通
し
が
悪
く
、
道
路
幅
も

狭
く
大
型
車
の
交
通
量
も
多
い
。

整
備
を
求
め
ま
す
。

答答
年
２
回
除
草
作
業
を
し
て

い
る
が
、
雑
草
の
状
況
に

留
意
し
、適
宜
除
草
作
業
を
行
っ

て
い
き
、
マ
ッ
ト
を
敷
く
な
ど

雑
草
が
生
え
な
い
よ
う
な
整
備

も
検
討
し
た
い
。

中
学
校
給
食
実
施
の
論
議
を

「
食
育
を
教
育
の
柱
に
」

◆
親
の
経
済
事
情
な
ど
で
子
供

の
貧
困
が
深
刻
に
な
っ
て
い

ま
す
。

問問
就
学
援
助
の
件
数
は
何
件

で
し
ょ
う
か
。

答答
22
年
度
11
月
末
現
在
で

４
９
０
人
を
準
要
保
護
者

と
し
て
認
定
し
て
お
り
、
前
年

度
よ
り
９
人
増
え
て
い
る
。

問問
弁
当
を
持
っ
て
こ
ら
れ
な

い
生
徒
の
現
状
は
。

答答
20
年
度
の
昼
食
実
態
調
査

に
お
い
て
、
ご
く
ま
れ
に

昼
食
を
喫
食
し
て
い
な
い
生
徒

が
15
人
い
た
。

問問
農
業
体
験
な
ど
五
感
を
通

し
た
食
の
大
切
さ
、「
生

き
る
力
」
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
地
産
地
消
を

推
進
す
る
米
飯
給
食
の
回
数
増

へ
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

答答
18
年
度
に
週
2.5
回
か
ら
３

回
に
増
や
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
基
本

と
し
児
童
の
嗜
好
も
考
慮
し
つ

つ
実
施
し
て
お
り
、
現
時
点
で

は
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

高
齢
者
へ
の
虐
待
に
つ
い
て

問問
市
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

答答
現
在
の
見
守
り
継
続
件
数

は
13
件
で
あ
り
、
内
訳
は

夫
、
息
子
、
娘
か
ら
の
身
体
的

虐
待
や
心
理
的
虐
待
、
介
護
放

棄
と
な
っ
て
い
る
。

問問
加
害
者
は
男
性
が
６
割
を

占
め
、
介
護
者
の
悩
み
を

聴
き
、
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
お

考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

答答
男
性
に
限
ら
ず
、
介
護
家

族
へ
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
と

し
て
、
電
話
相
談
を
介
護
家
族

会
に
お
願
い
し
て
お
り
、
毎
月

第
３
月
曜
日
に
実
施
し
て
い
く

予
定
で
あ
る
。
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全
学
校
校
庭
の
芝
生
化
推
奨
等

鷹
尾

　治
久

総
務
省
「
地
方
自
治
法
抜
本
改
正
」
に

対
す
る
市
長
の
見
解
に
つ
い
て

　ほ
か

北
野

　誠
一
郎

◆
二
元
代
表
制
を
前
提
と
し
た

自
治
体
の
基
本
構
造
の
多
様

化
に
つ
い
て

問問
市
長
の
現
行
制
度
に
対
す

る
課
題
、
問
題
意
識
と
今

後
の
総
務
省
・
地
方
行
財
政
検

討
会
議
「
自
治
体
の
基
本
構
造
」

に
示
す
５
つ
の
試
案
に
つ
い
て

の
考
え
方
を
述
べ
よ
。

答答
現
行
制
度
で
は
、
議
会
は

団
体
意
思
の
決
定
機
関
、

執
行
機
関
を
監
視
す
る
役
割
を

発
揮
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
こ
と
や
、
二
元
代
表

制
と
な
っ
て
60
数
年
経
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
市
民
に
定
着
し

て
い
る
と
考
え
る
。

　

今
後
の
自
治
体
の
基
本
構
造

に
つ
い
て
は
、
市
民
が
ふ
さ
わ

し
い
基
本
構
造
を
選
択
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
た
め
、
改
正
内

容
等
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
情

報
提
供
し
、
選
択
肢
や
決
定
方

法
等
を
全
市
的
に
考
え
て
い
き

た
い
。

◆
長
と
議
会
の
関
係
の
あ
り
方

（
特
に
「
再
議
」「
専
決
処
分
」）

に
つ
い
て

問問
再
議
制
度
に
つ
い
て
、「
対

象
範
囲
を
広
げ
、
議
決
の

要
件
を
緩
和
す
る
」
と
い
う
考

え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
が
ど
の

よ
う
に
評
価
す
る
か
。

答答
緩
和
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ

て
再
議
制
度
を
多
用
せ

ず
、
議
会
と
議
論
を
深
め
、
情

報
提
供
、
意
見
交
換
な
ど
を
行

い
、
共
に
協
力
し
て
、
市
民
の

た
め
に
よ
り
よ
い
市
政
を
お
こ

な
っ
て
い
き
た
い
。

問問
長
の
専
決
処
分
に
つ
い

て
、「
議
会
が
不
承
認
の

際
、
将
来
的
な
効
力
を
失
わ
せ

る
と
す
る
」
と
い
う
考
え
方
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る

か
。答答

市
民
生
活
に
支
障
や
混
乱

を
き
た
す
な
ど
問
題
が
生

じ
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
る
。

高
砂
市
の
職
場
に
お
け
る
能

率
向
上
に
関
し
て

◆
高
砂
市
役
所
の
職
場
の
現
状

に
つ
い
て

問問
地
方
行
革
の
進
展
に
伴

い
、
職
員
数
は
減
少
す
る

一
方
で
、
職
員
が
本
来
業
務
で

は
な
く
、
書
類
整
理
や
問
い
合

わ
せ
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

業
務
能
率
の
低
下
を
招
く
要

因
を
分
析
し
て
い
る
か
。

答答
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

の
徹
底
や
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
活

用
、
苦
情
処
理
等
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
化
に
よ
り
業
務
能
率
の
低
下

を
招
か
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
。

◆
業
務
の
能
率
を
向
上
さ
せ
る

オ
フ
ィ
ス
の
改
善
に
取
り
組

む
べ
き
で
は
な
い
か
。

問問
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
の
取
り
組

み
（
電
子
会
議
、
電
子
決

済
等
）
に
つ
い
て
。

答答
グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
の
機
能

を
利
用
し
、
電
子
メ
ー
ル

に
よ
る
文
書
の
配
信
、
電
子
掲

示
板
及
び
電
子
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

の
利
用
に
よ
る
文
書
の
配
布
を

行
っ
て
い
る
。

　

電
子
決
裁
は
、
導
入
ま
で
に

至
っ
て
い
な
い
。

問問
フ
リ
ー
ア
ド
レ
ス
に
つ
い

て
。

答答
ほ
と
ん
ど
の
職
員
が
自
席

で
仕
事
を
し
て
い
る
現
状

で
は
導
入
は
困
難
で
あ
る
と
考

え
る
。

問問
問
い
合
わ
せ
や
苦
情
対
応

の
窓
口
一
元
化
（
Ｆ
Ａ
Ｑ
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
等
）
に
つ
い

て
。答答

Ｆ
Ａ
Ｑ
に
つ
い
て
は
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
く

あ
る
質
問
事
例
、
過
去
の
相
談

事
例
を
掲
載
し
、
市
民
の
相
談

内
容
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
努

め
て
い
る
。

　

来
年
４
月
よ
り
市
民
相
談
と

消
費
者
相
談
を
一
つ
の
係
と
し

て
、
総
合
相
談
窓
口
の
設
置
を

考
え
て
お
り
、コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

的
な
機
能
を
も
た
せ
た
一
元
的

な
窓
口
と
し
て
い
く
よ
う
考
え

て
い
る
。

問問
高
砂
市
を
定
住
の
地
と
し

て
選
択
さ
せ
る
近
隣
都
市

に
勝
る
現
時
点
で
の
魅
力
（
磁

石
の
よ
う
に
引
き
付
け
る
何
か
）

は
。答答

近
隣
と
比
べ
水
道
料
金
が

安
い
、
待
機
児
童
が
ゼ
ロ

で
あ
る
、
学
童
保
育
が
全
校
区

に
あ
る
、市
民
病
院
、文
化
会
館
、

体
育
館
等
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や

地
区
ご
と
の
公
民
館
な
ど
の
公

共
施
設
が
多
く
あ
る
こ
と
な
ど

が
考
え
ら
れ
る
。

問問
今
後
創
造
し
た
い
魅
力

は
。

答答
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る

ま
ち
を
つ
く
り
、
歴
史
・

伝
統
を
踏
ま
え
た
生
活
に
文
化

性
を
持
た
せ
て
い
く
こ
と
が
必

要
と
考
え
て
お
り
、
今
回
の
総

合
計
画
で
は
、
健
康
、
環
境
、

文
化
を
キ
―
ワ
ー
ド
と
し
て
、

将
来
都
市
像
で
あ
る
生
活
文
化

都
市
を
目
指
し
て
い
る
。

問問
未
だ
近
隣
市
町
村
が
実
施

し
て
い
な
い
市
内
全
学
校

の
校
庭
芝
生
化
は
、
魅
力
の
一

つ
に
な
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

答答
学
校
で
の
導
入
状
況
、
施

工
方
法
や
使
用
状
況
等
に

つ
い
て
、
先
進
地
の
状
況
を
調

査
し
、
維
持
管
理
方
法
、
経
費

に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
き
た

い
。

問問
現
在
の
財
政
状
況
ト
レ
ン

ド
を
好
転
さ
せ
る
取
組
み

は
何
か
。
財
政
も
家
計
も
同
じ
。

少
子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
い

る
今
日
、
財
政
負
担
は
益
々
大

き
く
な
っ
て
い
く
。
平
成
26
年

ま
で
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
は
13
億

円
強
の
マ
イ
ナ
ス
見
込
み
。
今

ま
で
に
無
い
新
た
な
取
組
み
が

必
要
と
思
う
が
、
あ
る
の
か
ま

た
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
何
か
。

答答
第
４
次
高
砂
市
行
政
改
革

大
綱
の
実
施
計
画
を
着
実

に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
最
も

重
要
で
あ
り
、
随
時
、
新
た
な

項
目
を
追
加
し
、
実
施
計
画
を

補
強
し
て
い
き
た
い
。

問問
「
産
業
発
展
と
市
民
生
活
の

調
和
」
に
つ
い
て
行
政
の

取
組
み
に
は
ど
う
い
っ
た
こ
と

が
あ
る
の
か
。
ど
う
い
っ
た
関
係

を
構
築
し
、
ど
う
い
っ
た
連
携
を

と
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

答答
過
去
か
ら
臨
海
部
の
企
業

誘
致
を
積
極
的
に
図
り
、

播
磨
臨
海
工
業
地
帯
の
中
核
都

市
と
し
て
発
展
し
て
き
た
経
緯

が
あ
り
、
現
在
も
企
業
立
地
促

進
法
に
基
づ
く
準
則
条
例
や
産

業
集
積
促
進
、
産
業
活
力
再
生

な
ど
の
地
区
指
定
を
行
い
産
業

の
振
興
に
つ
い
て
促
進
を
図
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、
多
く
の
市
民
が
臨
海

部
の
企
業
で
働
き
、
地
域
の
活

動
に
お
い
て
も
企
業
で
の
知
識

と
経
験
を
発
揮
さ
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

問問
「
次
代
に
つ
な
が
る
環
境

に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く

り
」
へ
の
取
組
み
が
あ
る
と
す

れ
ば
ど
ん
な
こ
と
か
。

答答
現
在
実
施
中
の
取
組
み
に

加
え
、
地
球
温
暖
化
対
策

実
行
計
画
の
策
定
を
機
に
、
住

民
や
事
業
者
へ
も
啓
発
を
行
う

と
と
も
に
、
市
と
し
て
も
計
画

を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を
多

方
面
か
ら
検
討
し
て
い
く
予
定

で
あ
る
。

問問
「
安
全
で
快
適
な
社
会
環

境
整
備
」
に
つ
い
て
行
政

と
警
察
と
の
連
携
が
ど
う
行
わ

れ
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
米
田

西
小
学
校
北
側
通
学
路
で
は
、

通
行
禁
止
時
間
帯
で
も
相
当
多

く
の
車
両
が
通
行
し
て
い
る
。

行
政
と
警
察
が
月
に
１
回
で
も

街
の
危
険
個
所
や
気
に
な
る
点

の
打
合
わ
せ
を
行
い
、
改
善
を

図
っ
て
い
く
と
い
っ
た
取
組
み

は
で
き
な
い
の
か
。

答答
市
は
侵
入
阻
止
権
が
な
い

た
め
、
子
ど
も
の
通
学
路

の
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
、
高

砂
警
察
へ
の
情
報
提
供
な
ど
連

携
し
、
取
り
締
ま
り
、
パ
ト
ロ
ー

ル
強
化
を
お
願
い
し
た
い
。
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総務常任委員会
　当委員会では、付託された条例議案２件、第９回平成 22 年度高砂市一般会計補正予算について審査しました。

●条例議案２件の審査
　今回は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて実施する高砂市職員の給料ならびに期末・勤勉手
当等の減額改正、常勤の特別職の期末手当の減額改正についての条例改正（ともに医療職は除く）が提案され、
慎重に質疑や審査を重ねました。
　２議案とも、賛成多数で原案を了承しました。

●第９回平成 22 年度高砂市一般会計補正予算の審査
　当委員会に付託された全ての補正予算について、十分な確認・審査を行い、全員異議なく原案を了承しました。

問問
平
成
20
年
度
以
降
、
財
源

不
足
を
財
政
調
整
基
金
で

穴
埋
め
し
て
実
質
収
支
を
黒
字

に
し
て
い
る
。
現
在
取
組
み
中

の
平
成
23
年
度
の
予
算
編
成
方

針
を
示
し
て
下
さ
い
。

答答
収
支
の
状
況
は
引
き
続
き

厳
し
い
状
況
で
あ
る
と
の

認
識
の
も
と
、
例
年
よ
り
早
く

各
部
に
概
算
要
求
の
提
出
を
求

め
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
厳

し
い
枠
配
分
額
の
設
定
を
行
っ

て
い
る
。

　

こ
の
枠
配
分
額
は
、
歳
入
を

ベ
ー
ス
に
配
分
額
を
決
定
す
る

手
法
で
算
定
し
た
も
の
で
、
単

な
る
目
標
額
で
は
な
く
必
ず
達

成
す
べ
き
も
の
と
し
て
設
定
し

て
い
る

問問
職
員
の
経
験
年
数
別
平
均

給
料
月
額
に
関
し
て
、
高

砂
市
の
一
般
行
政
職
で
は
各
年

数
と
も
近
隣
市
町
と
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
技
能

労
務
職
で
は
16
％
か
ら
25
％
も

高
額
で
あ
る
理
由
を
説
明
し
た

上
で
対
策
を
示
し
て
く
だ
さ
い
。

答答
近
隣
市
町
は
、
中
途
採
用

者
に
つ
い
て
、
採
用
前
の

経
験
年
数
を
含
ん
だ
年
数
の
給

料
月
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

本
市
は
、
採
用
さ
れ
て
か
ら
の

経
験
年
数
の
み
で
公
表
し
て
お

り
、
他
市
と
同
様
の
年
数
の
額

で
見
る
と
、
近
隣
市
の
平
均
額

と
ほ
ぼ
同
額
に
な
る
。

　

公
表
さ
れ
た
金
額
で
判
断
す

る
と
、
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ

る
の
で
、
他
市
の
よ
う
に
採
用

前
の
経
験
年
数
を
含
め
た
平
均

給
料
月
額
と
し
、
注
意
書
き
を

添
え
、
他
市
と
の
均
衡
を
図
り

た
い
。

問問
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど

う
再
生
す
る
か
は
重
要
な

課
題
で
す
。
自
治
会
を
ど
う
位

置
づ
け
て
い
る
の
か
を
お
尋
ね

し
ま
す
。

答答
住
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
自

立
と
共
生
、
社
会
の
安
全

安
心
を
築
く
た
め
に
重
要
な
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
行

政
の
最
大
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

問問
自
治
会
館
な
ど
の
新
築
や

改
修
の
経
費
へ
の
助
成
に

つ
い
て
、
例
え
ば
新
築
の
場
合

に
近
隣
市
町
で
は
約
１
千
万
円
、

あ
る
い
は
費
用
の
３
分
の
１
が

助
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
比
し
て

高
砂
市
で
は
２
３
１
万
円
（
建

物
の
み
で
は
99
万
円
）
が
交
付

さ
れ
る
要
綱
が
あ
る
が
、
財
政

対
策
の
た
め
平
成
15
年
度
か
ら

執
行
は
凍
結
さ
れ
た
ま
ま
で
す
。

職
員
給
与
へ
の
財
政
対
策
は
解

除
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
市
民

サ
ー
ビ
ス
は
凍
結
を
続
け
る
の

か
。答答

各
自
治
会
を
対
象
と
し
た

集
会
施
設
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
建
設
助
成
制
度
に

つ
い
て
、
十
分
な
検
討
を
加
え

て
い
き
た
い
。

問問
そ
の
他
の
自
治
会
支
援
事

業
、
例
え
ば
敬
老
事
業
、

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
整
備
補
助

な
ど
が
あ
れ
ば
、
近
隣
市
町
の

事
例
と
の
対
比
の
上
、
執
行
状

況
を
示
し
て
下
さ
い
。

答答
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
整
備

に
つ
い
て
も
、
敬
老
事
業

に
つ
い
て
も
、
補
助
等
は
行
っ

て
い
な
い
。

　

な
お
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

整
備
に
関
し
て
は
、
修
繕
料
と

し
て
20
万
円
の
予
算
を
計
上
し
、

市
が
補
修
を
行
っ
て
い
る
。

問問
産
廃
業
者
の
梅
井
地
区
へ

の
進
出
問
題
で
、
許
可
権

を
有
す
る
県
知
事
に
対
し
て
、

市
は
法
的
な
対
抗
手
段
が
な
く
、

対
応
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。
曽

根
の
塩
田
跡
地
の
例
も
あ
り
、

市
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
産
廃

に
対
し
て
課
税
す
る
こ
と
に
よ

り
、
予
防
的
効
果
が
あ
る
条
例

制
定
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い

か
。答答

地
方
税
法
で
定
め
ら
れ
た

も
の
以
外
に
、
条
例
を
定

め
る
こ
と
で
法
定
外
税
を
課
税

す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
一
定

の
要
件
を
満
た
し
て
総
務
大
臣

の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
に

な
る
。

平
成
23
年
度
予
算
編
成
に
つ
い
て

　ほ
か

木
谷

　勝
郎

12 月定例会において高砂市議会から意見書を提出しました。

● 取調べの可視化など刑事訴訟法の改正を求める意見書

● 尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書

内容については高砂市議会ホームページをご覧いただくか、高
砂市議会事務局までお問い合わせ下さい。

○人権擁護委員の候補者の推薦について
　適任としました。

高砂市米田町	 足　立　眞由美

高砂市伊保崎南	 松　井　敏　子

意見書を提出しました 人　　　　事

委員会審査の概要を報告します
委員会では本会議での質疑で出された論点を踏まえ、詳細に専門的に審査を行います。

第２回臨時会
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12月定例会
総務常任委員会
　当委員会では、付託された第 10 回及び第 11 回平成 22 年度高砂市一般会計補正予算、９月定例会より継続審査
中の条例議案２件、陳情３件について審査しました。

●第 10 回及び第 11 回平成 22 年度高砂市一般会計補正予算審査
　　当委員会に付託された各事項については、全員異議なく原案を了承しました。

●継続審査中の条例議案審査
①高砂市部及び室設置条例の一部を改正する条例
②高砂市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
　　継続審査となっていた２議案について、閉会中にも委員会を開催し、精力的に審査を行いました。課題整理
などが不十分なまま提案されたことの猛省を促し、全会一致で原案了承いたしました。

●陳情
　陳情３件についても、十分な審査を行い、以下の通りに決しました。

①取調べの可視化など刑事訴訟法の改正を求める意見書に関する陳情書については、賛成多数で採択と決しました。
②『真の日中友好確立のため「尖閣事件」ビデオ映像の全面開示を求める意見書』の提出を求める陳情書につい
ては、賛成多数で採択と決しました。

③中小業者の家族従業者の自家労賃を、必要経費として認めることを求める意見書を政府に送付して下さい。の
陳情については、賛成少数で不採択と決しました。

文教厚生常任委員会
　当委員会に付託された平成 22 年度補正予算５件（一般会計・国民健康保険事業特別会計・後期高齢者医療事業
特別会計・介護保険事業特別会計・病院事業会計）については、本会議での質疑を踏まえ、審査の結果、後期高齢
者医療事業特別会計を除く４件は、全員異議なく原案了承しました。

●後期高齢者医療事業特別会計については、賛成多数で原案了承しました。
●一般会計の追加補正予算については、全員異議なく原案了承しました。
●事件議案１件と条例議案１件については、全員異議なく原案了承しました。
　①指定管理者の指定について
　②高砂市知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例
●陳情の２件については、賛成少数で不採択となりました。
　①高齢者の生活実態に見合う年金引き上げに関する意見書の提出を求める陳情書
　② 70 ～ 74 歳の医療費窓口負担引き上げ方針の撤回を求める意見書の提出を求める陳情書

建設経済常任委員会
　本定例議会で当委員会に付託された、事件議案２件、条例議案３件、平成 22 年度補正予算（一般会計補正予算、
下水道事業特別会計補正予算、水道事業会計補正予算、工業用水道事業会計補正予算）については、審査の結果、
全員異議なく原案了承しました。

●高砂市生石宿泊センターの休止に関する条例については、経営改善が不十分な状況で休止条例案が提出されたこ
とは遺憾であるが、現状のまま運営を継続することは財政負担が伴うこととなるので委員会としては不本意なが
ら了承しました。

●高砂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例については、し尿処理手数料が処理経費の
15％程度の負担であり、下水道使用料と比較して安価であることが、下水道整備に投資を行っていながら他市と
比べて公共下水道への接続率が低い原因と考えられます。今後さらにし尿処理手数料について検討されたいとの
意見を付けました。
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平成 22 年 12 月８日
高砂市議会議長
　池　本　　　晃　様

決算特別委員会
委員長　鈴　木　正　典

決算特別委員会審査報告書（抜粋）
（略）

経過及び資料
付託年月日　平成22年10月５日
審査年月日　平成22年10月22日、27日、29日
	 	 11月５日、９日、16日、22日、24日、29日
	 	 12月３日

（略）
意　　見
　世界同時不況から２年を経過し、世界経済は、徐々に落ち着きを取り戻し、緩やかな回復傾向にある。しかしながら、
我が国は、50 年来の政権交代が行われたにもかかわらず、国民が期待する変化を実現できないジレンマに陥っている。
　特に、春先以来の急激な円高により、日本経済の牽引役である輸出産業において収益の悪化を引き起こし、雇用不安や
所得低下に繋がっている。また、個人消費が回復せず内需をも冷え込ませるという悪循環を繰り返している。
　本市においても法人市民税の急激な落ち込みなど、歳入において厳しい状況が続くものと予想される。
　今年度は、市議会議員の改選があり、定数削減により新たに 22 名の議員が選出され、これからの４年間、市民の負託
に応えるべく市政発展のため職務を遂行しなければならない。その職責を果たすべく、決算審査に臨みました。
　平成 21 年度の決算審査においては、前年と同様、本会議において各会派の質疑における問題点を更に確認することを
心がけた。特に、総括質疑において委員会での資料要求のあった市民病院事務職の時間外勤務状況、進捗状況の確認を求
められた省エネルギービジョンの調査、外郭団体に対する管理運営のチェック、家族介護支援事業等について、当局への
説明を求めた。
　次に、補助金の支出が適正であるかどうかの確認を行った。審査の過程において、その支出に関し、当局が支出内容を
深く把握していないことに驚かされた。市民の税金である補助金を補助対象団体がどのように使っているのかを確認する
ことは、非常に重要なことであり、市の責務である。にもかかわらず、詳細を把握していないという当局の姿勢は、直ち
に改めるべきである。
　次に、公有財産の適正な活用について、確認を行った。行政財産の目的外使用に関し、南庁舎、保健センター等、特定
の団体に使用を許可している。果たして、その使用形態が市民にとって有効なのかどうか原点に帰って再検討すべきであ
る。また、高砂コミュニティセンター、シルバー人材センターのような規模の大きい公有財産を普通財産として貸し付け
ているにもかかわらず、その効果が見受けられない状況である。市の財産は、市民の財産である。公平公正な利用を第一
とすべきである。
　水道事業会計決算認定において、昨年の 12 月定例会以来の本会議、常任委員会での質疑を踏まえ、後述のような指摘
を行い、全会一致で不認定とした。
　最後に、高砂市の財政状況は、非常に厳しい状況であり、中期財政計画によれば、近い将来赤字に陥ることが推測される。
そのような状況を引き起こすことは、市民とって最悪の事態であり、避けなければならない。そのためには、市長が言わ
れる「歳入に見合った歳出」を実現することが求められる。しかしながら、無理な歳出削減が市民サービスの低下をきた
すことも十分に考えられる。まさに市長の手腕が問われるものであり、最悪のシナリオが引き起こることのないよう期待
をするとともに、市民代表の議員として引き続き監視を行っていきたい。

全般的事項
○　財政力指数は 1.008（平成 21 年度単年度数値は 0.978）で県下では上位にありながら、中期財政計画において、平成 24
年度には財政調整基金が底をつき、平成 26 年度には 13 億円の実質赤字となっている。財政の健全化を第一目標として、
歳入に見合った歳出構造ということを毎年度言われているが、決算における主要指標によれば、経常収支比率が高い。問
題点をしっかり分析し改善する必要がある。
○　一般会計からの下水道事業及び市民病院事業への繰出金の割合がとても高い。特に、市の規模からみて市民病院への繰



高砂市議会だより 第 161号（11）2011 年（平成 23年）２月

り出しが大きいのが原因と考えられる。市民病院の経営状況は、かなり改善されたが、引き続き、経営改善に努力し、繰
出金の減額のため努力されたい。
○　人件費の経常収支比率に占める割合が非常に高い。職員一人一人の人件費はそれほど高くはない状況であるにもかかわ
らず、統計的にみて全体の人件費率が高いのは、類似団体と比べて職員数、施設数等に問題があるのではと考える。市民
に給料が高いという誤解を与えないためにも、人件費を総額で下げる手立てを検討するべきである。
○　定員適正化計画執行、総人件費の抑制等は、財政を健全化するうえで必要不可欠なことである。しかしながら、市民サー
ビスの低下につながることのないよう取り組む必要がある。
○　出退勤管理、時間外勤務管理を行うため、県下の市の半数が、タイムカードやＩＣカードによる管理を実施している。
高砂市においても、費用対効果を検討のうえ速やかにシステム導入を図る必要がある
○　市の補助金支出について、運営補助並びに事業補助において、各部局での確認が適正に行われているか疑問である。補
助金を支出する以上その使途が市民に理解を得ることができるよう十分な確認を行うべきである。また、市が出資してい
る財政援助団体については、年次計画により監査を実施されたい。
○　本来、行政財産は自己所有することを第一とするべきあり、有償、無償を問わず永久に借り受けるという行為には、問
題がある。個人の財産権を認めるうえでも買い受けることが必要ではないか。現状のまま放置することは、将来的におお
きな負担となる。
○　国・県の単独事業について、国と県においては、事業負担金について協議が行われている。市域における国・県単独事
業については、全額国負担、県負担とすべきである。現在も市が一部事業負担を行っており、早急に国・県に廃止若しく
は大幅な減額の要求を行うべきである。

一　般　会　計

歳　　入
○　公有財産の有効活用について、南庁舎、保健センター、高砂コミュニティーセンター、シルバー人材センター等、市の
所有物である建物を、関係団体に、有償又は無償で使用させている。法令に基づく使用料を徴収する必要がある。特に、
補助を行っている団体に対し、減免事由を明確にし、適正な使用料の支払いを求めるべきである。
○　水路等の占有状況について、現在その状況調査を行っているが、公平公正な観点から引き続き各地域の占有状況の確認
調査を行い、適正な対応をすべきである。

歳　　出
○　防犯協会への助成金について、協会の予算に占める割合が非常に高い。賛助会員等をさらに募るなど協会としての自助
努力が必要ではないのか。また、支出についても、本来、減免ができる費用も見受けられる。市の助成金を受ける限り、
その使途を明瞭に示すべきである。
○　生活保護受給において、特定の世代に集中して生活保護を受けている傾向が見受けられる。その分析が行われていない。
母子世帯のように一定の年齢に到達すれば、子供が就労する等の要因で生活保護を受けなくて済む世帯が増加するのが本
来の姿ではないか。また、継続して生活保護を受給することは避けるべきであるが、若年層において、一度、保護対象と
なった者が継続して受給している。審査を厳密に実施し、就労支援をしっかり行うべきである。また、生活保護世帯で育っ
た子どもが成人した後、生活保護を受給するケースがある。本来自立するべきだと考えるが、就労意欲の確認等はどうなっ
ているのか。健康であるならば、自立することをしっかり促すべきである。
○　コミュニティバスのあり方について、現在市民アンケート調査を実施し、市民の意向を集約していると聞き及ぶが、運
行ルートを決定するうえで、試行運行を取り入れるなどして、本当に市民が必要とするルート、運行回数を把握し、現在
のルートの廃止を含む大胆な見直しを行い、より利便性の高い公共交通とするべきである。
○　高砂コミュニティセンター、シルバー人材センターともに市が建設し、市の所有物である。それを普通財産として貸し
付けて、そのうえ補助金を支出している。本来、市の財産を普通財産とする目的は、特定の行政目的のため収益を度外視
して使用するのではなく、収益を一番あげるために普通財産としたものであり、現状の取扱いは、市民全体からみれば、
公平公正な利用形態とは言えない。補助金の支出を含め、再検討すべきである。
○　シルバー人材センターの市有土地建物賃貸借について、普通財産であるにもかかわらず、非常に安価な賃貸料になって
いる。普通財産とした目的にあっていない。さらに市は、補助金も支出しており、シルバー人材センターへの厚遇としか
考えられず、普通財産貸付のあり方について検討すべきである。
○　シルバー人材センターの運営について、市から補助金を受けている以上、市は厳しい目で、チェックを行うべきである。
運営についても政治的中立を疑われないように公平公正な運営を行うことが大切である。また、市民に信頼と親しまれる
センターであるため、どのような仕事であれ誠実かつスピードを持って対応することが大切である。そのことが仕事の確
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保につながり、利益をあげることになる。指導をお願いする。
○　市の農業について、遊休地の有効活用等、農業を守るための方策を全庁的に検討していただきたい。また、市の農業政
策について、例えば、防災面からも農地の保全が必要であり産業振興としての農業への取り組みも大切である。農業委員
会ですべてを行うことはできない。縦割り組織となっているのではないか。よりよい施策を実施するためには、全庁的な
取り組みが大切ではないか。可能な限りそのような対応を心掛けていただきたい。
○　鹿島・扇平自然公園管理事業について、その所有名義は、阿弥陀村ノ内阿弥陀村となっているが、明治の大合併の際、
阿弥陀村の公有財産にならなかったまま残っている。その土地を市が賃貸し、そのうえ借り手である市が、草刈等の維持
管理費用も支払っている。特定の団体に対し、特別な対応を行うことは、市民にとって公平公正な行政執行とは言えない。
改めるべきである。
○　小中学校の体育館、武道館の利用について、各種団体がいろいろな活動を行っているが、市内団体については使用料
を 100％減免している。中には、謝金を取っている団体や教材費等を大きく超えているケースもあるのではと思慮される。
早急にその実態を把握し、100％減免とする基準を明確にすべきである。
○　それぞれの小学校、中学校により不登校児童数にかなりのバラつきがある。地域性、環境や指導方法による違いがある
のではないか。特に、長期にわたる不登校児童については、解決すべき困難な問題もあるとは思うが、不登校児童がなく
なるよう、根気強く指導に努められたい。
○　不登校児童の状況について、いろいろな原因はあろうかと思うが、不登校の状況改善のため、校内で、いろいろな対応
をされていることは理解する。いじめによる登校拒否から、最悪な状況が生じることもあり、可能な限りでの情報開示が
保護者になされていないのではないかと危惧する。
○　社会教育関係団体について、その活動内容が果たして社会教育なのかという団体が見受けられる。そのような団体を市
が公認することの是非について、慎重な対応を求める。
○　市民プールにおける悲惨な事故について、市の施設の瑕疵及び管理責任は問われていないが二度とこのような事故が起
こらないようにするためにも、指定管理者に対し、利用者への安全安心な管理体制で臨むよう注意喚起を行う必要がある。

企　業　会　計
水道事業会計
○　水道料金の徴収方法について、口座振替、納付書による自主納付以外の方法がある。個人及び団体に委託料を支払って
料金徴集をする方法は、他の支払方法を選ばれてる市民に比べ、費用対効果に違いが生じている。公平公正な事務執行を
行うには、再検討すべきである。
○　修繕工事等待機業務委託において、昨年より契約相手以外への直接指示、待機場所の問題、請求内容の不備等多くの問
題点を指摘され不認定にいたった。、平成 22 年度より新たな改善策を講じ、スタートしているものであるが、市民に信頼
される水道事業所であるため、職員一丸となって努力されたい。

病院事業会計
○　市民病院建設以来 20 年余り経過している。その間、行政財産である売店及び食堂において特定の事業者による経営が
行われている。契約は、１年更新で行っているとは言え、市の施設を 20 年余り特定の同一事業者に特権を与えたかたち
で行われており、重大な問題である。透明性のある入札、公募による業者決定を行い、行政財産の最大活用をすべきである。
○　給食業務の外部委託について、早期に解決するよう努力されたい。

平成21年度決算認定について
平成 21 年度高砂市一般会計歳入歳出決算認定について	 認定

平成 21 年度高砂市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について	 認定

平成 21 年度高砂市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について	 認定

平成 21 年度高砂市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について	 認定

平成 21 年度高砂市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算認定について	 認定

平成 21 年度高砂市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について	 認定

平成 21 年度高砂市水道事業会計決算認定について	 不認定

平成 21 年度高砂市工業用水道事業会計決算認定について	 認定

平成 21 年度高砂市病院事業会計決算認定について	 認定
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平成22年12月15日

高砂市議会議長
　池　本　　　晃　様

総合計画検討特別委員会
委員長　藤　森　　　誠

総合計画検討特別委員会報告書（抜粋）

　総合計画検討特別委員会に付託されました事件の審査が終わりましたので、会議規則第92条の規定により、ご報告申し上
げます。

１　委員会の設置
　　平成22年９月28日

２　委員会の目的
　　高砂市基本構想（案）の審査を行う。

（略）
４　委員会の経過
　　（１）付託事件　高議第39号　高砂市基本構想を定めることについて
　　（２）開会日数	 10日
	 　９月28日、30日、10月８日、29日
	 　11月２日、５日、９日、24日、30日、12月３日

（略）
５　委員会の結果
　　賛成多数で、原案了承しております。

●審査過程について
　平成22年９月定例会において当局より提案された本案については、当委員会の初回開催時に、市長の基本的な考え方を
確認した後、９回に渡り開催し、慎重に審査を進めました。
　その過程において、平成21年１月の総合計画審議会委員の公募に始まり、約１年余りの間に、本案策定に多くの市民が
様々な形で参画されたこと、また、度重なる総合計画審議会の議論を踏まえて策定されてきたこと、そして、本年６月
定例会で報告された総合計画策定等調査検討特別委員会の報告書なども念頭に置きながら国内外の政治・経済情勢がより
不透明感を増す中、厳しい財政状況下、かつ新旧さまざまな数多くの課題を抱えた本市が、今後の10年間でどのような理
念・構想に基づき、目ざす将来像を実現しようとするのかを最大のポイントとして審査を実施しました。
　また、元入浜権運動推進全国連絡会議代表の髙﨑裕士氏より当市議会に提出された要望書についても、審査途中におい
て、髙﨑裕士氏を参考人として招致し、要望主旨の確認を行いました。
　なお、審査の手順として、第４次総合計画が新時代に対応した明るく元気な高砂市を実現し、しっかり次世代に引き継
ぐための指針として、その効力を十分に発揮できるよう当委員会に付託された基本構想だけでなく、構想実現への各施策
を示す基本計画をベースに、今後の実施計画の内容にまで踏み込んだ形で、本案の調査検討を鋭意進めました。

●審査過程における意見・指摘事項について
　審査過程において、基本計画案の全章全項目について細部に渡り検証することで基本構想の適合性を計る方法で進めた
ことにより、基本構想や基本計画案のそれぞれに対して、各委員から多くの意見・指摘が出されました。その主なものを
以下に列挙いたします。
　　○基本構想に対して

①基本理念と将来像の中で、臨海部においては産業と自然との調和を図る考え方を導入し、古くから海辺に親しんだ
先人の思いや住民運動にまで発展した過去を再確認し「産業の活動促進、環境負荷の低減に努め」を「産業の活動
促進と自然に配慮した環境づくりとの調和に努め」に改めるべきであり、また「自然と共生し、生活・都市基盤の
充実に努め」の前に「本市は古くから白砂青松の海辺を憩いの場としてまいりました」との文言を挿入すべきであ
る。
②土地利用構成の工業系市街地ゾーンの部分で「新産業の誘致、水辺空間の創出、港湾機能の強化を図ると共に、瀬
戸内海の環境保全に配慮します」の文言を挿入すべきである。
③土地利用構成の親水拠点の部分で、「『渚を返せ』という住民運動が「高砂」を原点として全国に展開された歴史

（ ）
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を確認し、あらい浜風公園などを親水拠点として位置づけます。」とすべきである。
④第５章の「市の自然、文化、歴史などの地域特性をふまえた」とあるのを「『渚を返せ』という住民運動が「高
砂」を原点として全国に展開された市の歴史、文化、そして、地域特性をふまえた」とすべきである。また、「地
球規模の環境問題が生じているなか」の後に、「『渚を返せ』という住民運動が「高砂」を原点として全国に展開
された歴史を確認し」との文言を挿入すべきである。
⑤入浜権運動の理念を基本構想に反映させ、播磨灘の環境を守っていくという考え方をより強く記載すべきである。
⑥基本構想の「将来の土地利用構想」について、山電高砂駅北側が栄えていない。当駅周辺整備と合わせて、北側改
札口などを整備し、利便性を高めるといった街の活性化指針をはっきりと打ち出すべきである。

　　○基本計画案に対して
　　　１．第１章

①市民参画の中で、福祉関係やイベントやゴミ拾いなどのボランティア活動の全体像を把握する必要があるので
はないか。参画と協働は必要だが、市の責任の明確化が必要と考える。
②まちづくり指標に「ボランティア活動メニュー数」とあるが、高砂ラグビースクールのコーチといった場合は
どう取り扱うのかなど、ボランティア活動の定義を明確にしておかないと指標になりにくいのではないか。
③市民参画のまちづくり指標について、社協の福祉ボランティアなども含めたボランティア活動全体を把握した
指標に訂正すべきである。

　　　２．第２章
①子育て支援や福祉医療制度において、本市の単独事業については県下でも上位にランクされるものがある。他
市との優位性を自信を持って広く広報する必要があると考える。しいては、人口減少の歯止めになると推察で
きる。
②健康増進の中で、自殺対策について記載されているが、現在自殺対策は地方自治体にとって大きな課題となり
つつある。兵庫県においても自殺対策室を設置して対策に乗り出している。また、13年連続で自殺者が３万人
を突破し、交通事故の死者数を上回っている。したがって、基本構想にも自殺対策についての方針を記載すべ
きと考えるが、特に基本計画においては、第４章の交通安全の後に一項目を追加して記載すべきである。
③子育て支援のまちづくり指標である「合計特殊出生率」の説明書きを付け加え、市民にも分かりやすい表現を
心がけるべきである。
④障がい者福祉について、グループホーム、ケアホームの設置数や考え方などの将来計画も記載して実行性のあ
るものにすべきと考える。
⑤市民は24時間安心して医療が受けられる体制整備を求めている。夜間急病センターなど、東播磨を中心とした
広域的な医療体制について広く協議しながら充実に努めていただきたい。
⑥国民健康保険について、市でできることをしっかりと進め、より安定した運営に努めると同時に、検診につい
ても特定検診だけに特化して進めるのではなく、他の検診も継続して市民に提供する考え方を示すべきであ
る。

　　　３．第３章
①児童生徒の自殺対策や自死遺族対策についてまったく記述がない。近隣市でも生徒の自殺者が出ており、本市
でも発生する恐れのある問題としてきちんと記述すべきである。また、ネットいじめなども最近の大きな課題
となっており、基本計画に載せるべきだ。
②人口自然減を抑え、95,000人を目ざすとしているが、そのためには種々の施策において、他市よりも魅力的な
ものにしなければならない。そういった意味で、学習環境において「校庭の芝生化を検討する。」などを明記
してはどうか。
③施策の方向や基本計画の中に、小学校通学路の車両進入規制の遵守等を目的としての「警察との連携による安
全確保への取り組み」を記載してはどうか。
④確かな学力の項目にまちづくり指標が設定されていない。学力向上が図られているかどうかを診る指標が必要
ではないのか。学力テストの評価点などが公表できないのであれば、児童生徒が学ぶことが楽しいと感じてい
るかどうかを示す指標もいいのではないか。
⑤学力や人間教育などについて、将来の指針として小中一貫教育も含めた考え方も取り入れてはどうか。また、
「学びんぐ“Ｖ”プラン」の解りやすい注釈が必要である。
⑥本市に特別支援学校がない。市内に設置できるよう取り組むか、できるだけ近くで教育が受けられる環境づく
りを進めるべきである。
⑦生徒指導・教育相談の中で、専門機関や関係機関と連携した体制づくりとあるが、家庭や保護者との連携がよ
り重要であり、そのことを記載すべきではないのか。
⑧教職員の資質能力について、まちづくり指標が必要ではないのか。何をもって市民に教職員の資質向上を診て
もらうのか。
⑨家庭の教育の現状について、家庭内での児童虐待の記述が必要ではないか。
⑩生活文化都市を目ざすなら、スポーツ活動の推進をスポーツ・レクリエーション活動の推進とした方が良いの
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ではないか。
⑪芸術・文化のまちづくり指標が曖昧ではないか。参加人数なども並列して記載するなど他の指標を模索すべき
である。
⑫高砂町における景観保存について、独居老人が増え、古民家を維持補修していくことが難しくなっている。市
としてもその辺りの十分な対応を検討すべきである。また、高砂市歴史文化基本構想の簡単な説明が必要では
ないか。

　　　４．第４章
①消防の施策の方向または計画の中に、常習路上駐車などによる消火活動の障害となる状況を改善すべく警察と
の連携を図る内容について記載すべきである。
②市内に緊急車両が通行できない道路が数多くある。まちづくり部との連携や体制づくり、機材の充実、人材育
成がより大切であり、しっかりと計画に反映させるべきである。
③素早い消火活動や救急搬送ができるよう近隣市町との連携強化など、広域体制をより充実すべきである。市単
独の支出も抑えられる。
④学校周辺や住宅地域などで信号設置も難しい状況も考慮し、車両が速度を落とすような道路形態を工夫検討す
べきである。
⑤平和行政について、世界でも核兵器廃絶運動が注目されている中、　本市の広島バスツアーが廃止され「平
和」への予算も縮小されている。８月を平和月間に位置づけ、学校でも地域でも平和について考える機会を設
定してはどうか。

　　　５．第５章
①水道において、鉛製給水管などの更新整備について具体的な数字を目標としたまちづくり指標に再検討すべ
き。
②ごみのポイ捨てや犬猫のふん対策についても意識向上に向けた一項目を条例化も含めて入れてはどうか。
③下水道整備について、市街化区域での平成27年度の整備完了が進められているが、それまでの間における市街
化区域内や市街化調整区域の浄化槽設置促進について、市の助成の再検討をお願いしたい。
④墓地の整備について、墓地に対する考え方も多様化しており、墓石の代わりに樹木を植えたり、散骨したりな
どがあり、現行の墓地だけでない幅広い墓地のあり方について検討が必要ではないか。
⑤地球温暖化対策について、自然エネルギーの活用を具体的に記述すべきであり、例えば、太陽光発電やエコ
カーなどに対する補助金制度など、市民の意識向上につながる施策が必要ではないか。本市では、CO2排出量
の約７割が企業の排出といわれている。緑地にしても企業には軽減策をとっているが見直しも必要ではない
か。
⑥景観保存の考え方からも古い価値ある建物は残していくべきであり、そういう地区の面的なまちづくりから
も、地区内生活道路を単に拡幅整備すればいいとは言えない。地区の外周幹線道路は６m幅に整備し、地区内
では歴史的な街並みの保存整備に重点を置いたまちづくりに努めるべきである。
⑦コミュニティバスについて、安全面からバス停の位置や設置方法を考える必要がある。また、市民の利便性を
重要視した便数やルートやダイヤを検討実施すべき。
⑧人口減少を少しでも抑える意味での戦略として、宝殿駅への新快速停車などを行政が率先してＪＲへ要望すべ
きではないか。
⑨子供たちが安心してボール遊びができる公園整備を地区ごとに整備するぐらいの目標を持った施策が必要では
ないか。
⑩市営住宅について、超高齢化社会となる中、シルバーハウジングの整備がますます必要となってくる。早期推
進の方向性を持つべき。
⑪市営住宅の解体計画を示し、跡地利用を進めるべき。
⑫市営住宅について、民間住宅の借上げの研究を進めてはどうか。
⑬ＪＲ曽根駅の南側からの乗降は住民の30年前からの願いであり、完成時期について明記すべきである。
⑭本市の歴史的文化的な建物や街並みを残して町おこしをするのであれば、市独自の補助金や助成制度を検討す
ることも必要ではないか。
⑮まちづくり全体を通じて、一旦白紙に戻し、過去の課題にとらわれずに大胆な発想転換を行うべき。その上
で、現在から未来を見通した事業計画に改定し、県・国へ提案することで補助メニューを模索獲得して事業展
開すべきである。

　　　６．第６章
①農業振興策について、法律改正により企業でも農地を借りられるようになり、新たな農業生産者として、企
業、ＮＰＯなどが参入できるような施策を市が推進してはどうか。また、農作物の販売ルートの新規開拓につ
いてもＪＡとも連携して支援することが大切ではないのか。

　　　７．第７章
①ＰＤＣＡサイクルに基づき、事業仕分けが実施計画にしっかりと反映される仕組みを推進するように求める。
②町おこし、地域おこしなどの収入増につながる施策を展開してはどうか。経費削減ばかりが行財政改革ではな
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いと考える。
③職員の意識向上の一つとして、人事評価制度を一般職まで導入し、適正な制度運用に努めていただきたい。
④税・保険料の徴収率の向上としか記載してないが、ようやく滞納処分や滞納整理が行なわれてきており、近隣
市と同様にはっきりと滞納処分や滞納整理の強化を記述すべきである。
⑤統合型地理情報システムについて、各部署で検索できるようリンクさせたシステムにする必要があるのではな
いか。
⑥広域行政についての考え方が非常に弱く記載も少ない。ゴミ焼却施設、消防、下水道など、広域的に事業を展
開した方が市民へのメリットも高まることや財政面からも市単独で取り組みにくい状況にある中で、しっかり
と別項目で指針を明示すべきである。

　　　８．基本計画案の全体を通して
①まちづくり指標のベクトルや項目で、施策の目標と連動しておらず指標としても曖昧な内容のものがみられ
る。それらについて再考を促したい。
②各項目における「計画」の文言表現について、「図ります」や「努めます」などの曖昧な言い回しは極力避
け、言い切る表現に改めるべきである。
③将来の目標人口について、人口の減少が進む中、10年後の人口を95,000人とするため、高砂市の定住促進に向
けた独自の施策を各項目ごとに記載し、近隣市町との差別化を訴求すべきである。

　●まとめ
　以上のような審査過程における各委員の主な意見・指摘事項を踏まえた上で、当局から「基本計画策定時には、ご意
見・ご指摘をしっかりと受け止め、担当部課とも協議の上で再考させていただく」との答弁を確認し、委員会としても
十分な検討を加え修正するよう求めました。
　また、基本計画案の第５章第３節第４項「河川・港湾」の現況と課題の部分に「本市では、古くから白砂青松の海辺
を憩いの場としてきたことから、海に親しむ場の確保に努めてきたところです。」との文章を追加挿入することを委員
会の総意として要求し、当局から追加挿入の確約を取りつけました。

　　　その後、本案の採決に入るべく各委員に諮ったところ
①「基本理念と将来都市」の工業系市街地ゾーンの部分に「新産業の誘致、水辺空間の創出、港湾機能の強化を図
るため、瀬戸内海の環境保全に配慮します。」の文章を挿入すべきである。
②同項目の親水拠点の部分に「『渚を返せ』という住民運動が「高砂」を原点として、全国に展開された歴史を再
認識し、あらい浜風公園などを親水拠点として位置づけます。」の文章を挿入すべきである。
③第５章「自然と調和した環境共生都市」の中で、「本市の自然、文化、歴史などの地域特性をふまえた」とある
のを「『渚を返せ』という住民運動が「高砂」を原点として全国に展開された本市の歴史、文化、そして、自然
などの地域特性をふまえた」と改めるべきである。

との三点について、反対意見が出されたため多数決での採決となりました。
　最後に、今後基本構想に適合した基本計画が策定され、また、それを受けた実施計画をＰＤＣＡサイクルに基づき、
日々着実に進めながら、基本計画を５年ごととは言わず、計画によっては２～３年ごとに進捗状況を検証し、本市のよ
り良い発展に向けた基本構想の実現に全員が一丸となって邁進され、本市の最上位計画である第４次総合計画が絵空事
に終わらぬよう委員会として強く要請し、賛成多数で原案を了承することに決しましたことをご報告いたします。

以　上

高砂市議会本会議記録の公開
　高砂市議会の会議記録は冊子の形で図書館や各公民館に
配置して、市民の皆様に閲覧いただけます。また、高砂市
のホームページ上では、本会議記録の検索システムを導入
しています。これは平成 12 年３月定例会以降の本会議記
録について、様々なキーワードから検索できるというもの
で、簡単に審議の状況を確認いただけます。

高砂市議会本会議映像の提供
　平成 18 年６月定例会より高砂市議会本会議等の録画を
しております。
　映像記録の交付を希望される方は、複写のためのＶＨＳ
テープまたはＤＶＤ－Ｒのディスクと申請書を添えて議会

事務局まで申し出てください。申請後 10 日程度でお渡し
できます。
　ただし、本会議等の会期中は複写などの作業ができない
ため、会期中の申請は、閉会日の翌日に申請されたものと
して処理いたします。
　なお、正式な記録が必要な方は会議録をご覧ください。
（12 月定例会の会議録は３月に完成する予定です。）

本会議・委員会はどなたでも傍聴できます。
　次の定例会は３月に開会の予定ですので、日程その他詳
しいことは	℡４４３－９０５１（議会事務局）までお問い
合わせください。

高砂市議会からのお知らせ

高砂市議会のホームページ　http://www.city.takasago.hyogo.jp/




